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農
林
水
産
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

閣
法
第
四
二
号

衆
議
院
送
付

（

）（

）

要
旨

本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
を
実
施
す
る
た
め
、
海
洋
水
産
資
源
開

発
セ
ン
タ
ー
を
解
散
し
、
そ
の
業
務
を
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
承
継
さ
せ
る
と
と
も
に
、
社
団
法
人
日
本

栽
培
漁
業
協
会
の
業
務
を
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
る
た
め
、
栽
培
漁
業
に
関
す
る
技
術
の
開
発
の

事
業
を
そ
の
業
務
に
追
加
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う

）
の
目
的
と
し
て
、
海
洋
水
産
資
源
開
発
促

。

進
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
洋
水
産
資
源
の
開
発
及
び
利
用
の
合
理
化
の
た
め
の
調
査
等
を
行
う
こ
と
を
追
加
す

る
。

二
、
セ
ン
タ
ー
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
五
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
セ
ン
タ
ー
は
、
従
来
の
業
務
に
加
え
、
栽
培
漁
業
に
関
す
る
技
術
の
開
発
の
業
務
を
行
う
。

四
、
セ
ン
タ
ー
は
、
一
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
海
洋
の
新
漁
場
に
お
け
る
漁
業
生
産
の
企
業
化
そ
の
他
の
海
洋
水
産
資
源
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の
開
発
及
び
利
用
の
合
理
化
の
た
め
の
調
査
、
海
洋
の
漁
場
に
お
け
る
新
漁
業
生
産
方
式
の
企
業
化
の
た
め
の
調
査
、
海
洋

水
産
資
源
の
開
発
及
び
利
用
の
合
理
化
に
関
す
る
情
報
及
び
資
料
の
収
集
及
び
提
供
等
の
業
務
を
行
う
。

五
、
セ
ン
タ
ー
は
、
海
洋
の
新
漁
場
に
お
け
る
漁
業
生
産
の
企
業
化
の
た
め
の
調
査
に
つ
い
て
、
当
該
調
査
の
結
果
を
農
林
水

産
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
概
要
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
水
産
動
植
物
に
重
大
な
被
害
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
害
の

拡
大
又
は
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
に
対
し
、
必
要
な
技
術
の
開
発
を
実
施
す
べ

き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

八
、
海
洋
水
産
資
源
開
発
セ
ン
タ
ー
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
セ
ン
タ
ー
が
承
継
す
る
資

産
及
び
債
務
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
置
く
。

九
、
社
団
法
人
日
本
栽
培
漁
業
協
会
は
、
そ
の
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
資
産
及
び
債
務
を
セ
ン
タ
ー
に
承
継
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
承
継
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
、
解
散
す
る
。


